
三
〇
五

第
十
三
章　

常
任
委
員
会
合
同
審
査
会　
　

（
三
〇
九
）

第
十
三
章　

常
任
委
員
会
合
同
審
査
会

三
〇
九　

合
同
審
査
会
の
開
会
手
続
に
関
す
る
例

常
任
委
員
会
が
衆
議
院
の
常
任
委
員
会
と
合
同
審
査
会
を
開
く
に
は
、
委
員
長
が
衆
議
院
の
委
員
長
と
協
議
し
た
後
、

そ
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
定
め
で
あ
る
が
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合
同
審
査
会
の
議
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
合
同
審
査
会
を
開
く
場
合
に
は
、
委
員
会
に
お
い
て
合
同
審
査
会
開
会
の
決
議
は
行
わ
な

い
例
で
あ
る
。

（
注
）
1　

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合
同
審
査
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

国
会
職
員
の
政
治
的
行
為
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
規
程
（
国
会
職
員
法
第
二
十
条
の
二
）

国
会
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
国
会
職
員
法
第
二
十
四
条
の
二
）

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
国
会
職
員
法
第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
六
条
の
二
）

国
会
職
員
考
査
委
員
会
規
程
（
国
会
職
員
法
第
四
十
条
）

議
院
に
出
頭
す
る
証
人
等
の
旅
費
及
び
日
当
支
給
規
程
中
車
賃
及
び
日
当
の
定
額
（
議
院
に
出
頭
す
る
証
人
等
の
旅
費

国
第
四
四
条

規
第
七
六
条

合
規

　
第

一

条

　
第

二

条



三
〇
六

及
び
日
当
に
関
す
る
法
律
第
五
条
）

人
事
官
弾
劾
の
訴
追
案
（
人
事
官
弾
劾
の
訴
追
に
関
す
る
法
律
第
六
条
、
人
事
官
弾
劾
訴
追
手
続
規
程
第
五
条
）

な
お
、
右
の
う
ち
、
両
議
院
の
議
院
運
営
委
員
会
の
合
同
審
査
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
第

二
回
国
会
以
後
合
同
審
査
会
の
開
会
は
こ
れ
を
省
略
し
、
各
議
院
の
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
を
審
査
す
る

例
で
あ
る
。

2　

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
は
、
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
に
よ
る
同
法
改
正
ま
で

の
間
、
第
十
二
条
第
十
一
項
に
、
職
業
安
定
委
員
会
の
委
員
に
支
給
す
る
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
の
金
額
は
両
議
院
の

労
働
委
員
会
の
合
同
審
査
会
の
議
を
経
て
国
会
の
議
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
第
二
回
国

会
な
い
し
第
四
回
国
会
に
お
い
て
両
議
院
の
労
働
委
員
会
は
合
同
審
査
会
を
開
き
、
右
の
規
定
に
基
づ
き
国
会
に
提
出
さ

れ
た
議
案
の
審
査
を
行
っ
た
。

参
照　

諸
表
二
二



三
〇
七

第
十
三
章　

常
任
委
員
会
合
同
審
査
会　
　

（
三
一
〇
）

三
一
〇　

合
同
審
査
会
の
委
員
は
、
両
議
院
の
常
任
委
員
会
の
委
員
全
員
と
す

る
の
を
例
と
す
る

合
同
審
査
会
は
、
両
議
院
の
常
任
委
員
又
は
各
議
院
の
常
任
委
員
会
で
選
定
さ
れ
た
委
員
が
合
同
し
て
こ
れ
を
開
く
定

め
で
あ
る
が
、
常
任
委
員
全
員
が
合
同
審
査
会
の
委
員
と
な
る
の
を
例
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
同
審
査
会
に
お
い
て
案

件
の
表
決
を
行
う
場
合
に
限
り
、
委
員
数
を
各
議
院
の
常
任
委
員
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
同
数
に
限
定
し
た
次
の
よ
う
な
例

が
あ
る
。

第
二
回
国
会
昭
和
二
十
三
年
六
月
一
日
の
労
働
委
員
会
合
同
審
査
会
に
お
い
て
、
職
業
安
定
法
第
十
二
条
第
十
一
項

の
規
定
に
基
き
、
職
業
安
定
委
員
会
委
員
旅
費
支
給
額
に
関
し
議
決
を
求
め
る
の
件
に
つ
い
て
、
両
議
院
の
労
働

委
員
全
員
が
委
員
と
な
り
審
査
を
行
っ
た
が
、
同
件
は
表
決
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、
両
議
院
の
労
働
委
員

長
の
協
議
に
基
づ
き
、
同
月
十
四
日
に
参
議
院
労
働
委
員
会
は
委
員
二
十
五
名
中
二
十
名
、
衆
議
院
労
働
委
員
会

は
委
員
三
十
五
名
中
二
十
名
の
そ
れ
ぞ
れ
同
数
の
委
員
を
選
定
し
、
同
月
十
八
日
の
労
働
委
員
会
合
同
審
査
会
に

お
い
て
表
決
を
行
っ
た
。

な
お
、
参
議
院
労
働
委
員
会
に
お
け
る
委
員
の
選
定
は
、
委
員
姫
井
伊
介
君
の
動
議
に
よ
り
、
委
員
長
原
虎
一
君

の
指
名
に
よ
っ
た
。

合
規

　
第

三

条

　
第

八

条



三
〇
八

参
照　

諸
表
二
二

三
一
一　

合
同
審
査
会
の
会
長
は
、
各
議
院
の
常
任
委
員
長
又
は
理
事
が
協
議

し
て
こ
れ
に
当
た
る

合
同
審
査
会
の
会
長
は
、
各
議
院
の
常
任
委
員
長
又
は
理
事
が
協
議
し
て
こ
れ
に
当
た
る
定
め
で
あ
る
が
、
理
事
が
会

長
と
な
っ
た
例
は
な
い
。

な
お
、
合
同
審
査
会
が
二
回
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
た
場
合
に
、
各
議
院
の
委
員
長
が
会
長
を
交
代
し
た
次
の
よ
う
な
例

が
あ
る
。

第
一
回
国
会
に
お
い
て
決
算
委
員
会
合
同
審
査
会
は
、
国
家
公
務
員
法
案
外
一
件
の
審
査
の
た
め
昭
和
二
十
二
年
九

月
三
十
日
及
び
十
月
一
日
の
二
回
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
た
が
、
九
月
三
十
日
に
は
参
議
院
決
算
委
員
長
下
條
康
麿

君
が
会
長
と
な
り
、
十
月
一
日
に
は
衆
議
院
決
算
委
員
長
竹
山
祐
太
郎
君
が
交
代
し
て
会
長
と
な
っ
た
。

参
照　

諸
表
二
二

合
規

　
第

四

条



三
〇
九

第
十
三
章　

常
任
委
員
会
合
同
審
査
会　
　

（
三
一
一
―
三
一
三
）

三
一
二　

合
同
審
査
会
の
定
足
数

合
同
審
査
会
の
定
足
数
に
関
し
て
は
、
案
件
に
つ
い
て
表
決
を
す
る
場
合
に
は
、
各
議
院
の
常
任
委
員
の
各
々
半
数
以

上
が
出
席
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
定
め
で
あ
る
が
、
表
決
を
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
各
議
院
の
常
任
委
員
の
そ

れ
ぞ
れ
半
数
以
上
の
出
席
を
待
っ
て
開
か
れ
た
例
が
多
い
。

三
一
三　

合
同
審
査
会
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
各
議
院
の
委
員
会
に

お
け
る
審
査
の
経
過
の
説
明
を
聴
い
た
後
、
質
疑
を
行
う
の
を
例
と

す
る

合
同
審
査
会
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
各
議
院
の
委
員
長
又
は
理
事
か
ら
合
同
審
査
会
の
議
に
付
さ
れ
た
案
件

に
つ
い
て
そ
の
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
の
説
明
を
聴
い
た
後
、
質
疑
を
行
う
の
を
例
と
す
る
。

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
決
を
す
る
場
合
に
は
、
次
い
で
討
論
の
後
、
表
決
を
行
う
の
を
例
と
す
る
。

合
規

　
第

八

条

合
規

　
第

七

条

　
第

八

条



三
一
〇

三
一
四　

合
同
審
査
会
に
お
い
て
委
員
外
議
員
の
発
言
を
許
可
し
た
例

第
六
回
国
会
厚
生
委
員
会
合
同
審
査
会
（
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
二
十
五
日
）
に
お
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
案
の

審
査
に
当
た
り
、
委
員
外
議
員
小
林
勝
馬
君
が
発
言
の
許
可
を
求
め
た
の
で
、
合
同
審
査
会
は
こ
れ
を
許
可
し
、
同

君
は
質
疑
を
行
っ
た
。

参
照　

一
二
四
号

三
一
五　

合
同
審
査
会
に
お
い
て
証
人
の
証
言
を
聴
取
し
た
例

第
二
回
国
会
決
算
委
員
会
合
同
審
査
会
（
昭
和
二
十
三
年
五
月
二
十
六
日
）
に
お
い
て
、
国
家
行
政
組
織
法
案
の
審
査

に
当
た
り
、
早
稲
田
大
学
教
授
吉
村
正
君
外
五
名
を
証
人
と
し
て
出
頭
を
求
め
証
言
を
聴
取
し
た
。

参
照　

二
五
四
号

合
規

　
第

九

条



三
一
一

第
十
三
章　

常
任
委
員
会
合
同
審
査
会　
　

（
三
一
四
―
三
一
七
）

三
一
六　

合
同
審
査
会
に
国
務
大
臣
等
の
出
席
を
求
め
る
に
は
、
会
長
か
ら
直

接
こ
れ
を
行
う
の
を
例
と
す
る

合
同
審
査
会
に
国
務
大
臣
、
内
閣
官
房
副
長
官
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
並
び
に
政
府
特
別
補
佐
人
の
出
席
を
求
め

る
に
は
、
会
長
の
属
す
る
議
院
の
議
長
を
経
由
し
て
こ
れ
を
行
う
定
め
で
あ
る
が
、
成
規
の
手
続
を
省
略
し
て
、
会
長

か
ら
直
接
こ
れ
を
行
う
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

二
四
七
号

三
一
七　

合
同
審
査
会
に
お
け
る
案
件
の
採
決
は
、
起
立
の
方
法
に
よ
り
又
は

異
議
の
有
無
を
諮
っ
て
行
う
の
を
例
と
す
る

合
同
審
査
会
に
お
け
る
案
件
の
採
決
は
、
起
立
の
方
法
に
よ
り
又
は
異
議
の
有
無
を
諮
っ
て
行
う
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

一
五
五
号

合
規

　
第

六

条



三
一
二

三
一
八　

合
同
審
査
会
に
は
速
記
を
付
し
、
そ
の
議
事
を
合
同
審
査
会
会
議
録

に
記
載
す
る

合
同
審
査
会
に
は
速
記
を
付
し
、
そ
の
議
事
を
合
同
審
査
会
会
議
録
に
記
載
す
る
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

三
〇
一
号

三
一
九　

国
家
基
本
政
策
委
員
会
合
同
審
査
会
に
関
す
る
例

国
家
基
本
政
策
委
員
会
は
、
国
家
の
基
本
政
策
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
と
野
党
党
首
と
の
討
議
を

行
う
た
め
、
衆
議
院
国
家
基
本
政
策
委
員
会
と
合
同
審
査
会
を
開
会
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
家
基
本
政
策
委
員
会
は
、
会
期
ご
と
に
、
委
員
長
が
衆
議
院
の
委
員
長
と
協
議
し
た
後
、
衆

議
院
国
家
基
本
政
策
委
員
会
と
相
互
に
合
同
審
査
会
開
会
の
決
議
を
行
う
の
を
例
と
す
る
。

な
お
、
国
家
基
本
政
策
委
員
会
合
同
審
査
会
の
運
営
に
つ
い
て
申
合
せ
を
行
っ
た
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

○
国
家
基
本
政
策
委
員
会
合
同
審
査
会
の
運
営
に
つ
い
て
の
申
合
せ

第
百
四
十
七
回
国
会
国
家
基
本
政
策
委
員
会
両
院
合
同
幹
事
会
（
平
成
十
二
年
二
月
十
六
日
）

合
規

　
第
二
一
条

　
第
二
二
条

合
規

　
第

一

条

　
第

三

条

　
第

四

条

　
第

五

条

　
第

六

条

　
第

七

条

⎛

活
性
　
　
　⎞

⎝

　
第
一
条⎠



三
一
三

第
十
三
章　

常
任
委
員
会
合
同
審
査
会　
　

（
三
一
八
、
三
一
九
）

一
、
合
同
審
査
会
の
開
会
（
総
理
と
野
党
党
首
と
の
討
議
）

衆
議
院
及
び
参
議
院
の
国
家
基
本
政
策
委
員
会
は
合
同
審
査
会
を
開
き
、
内
閣
総
理
大
臣
（
以
下
、
総
理
と
い

う
。）
と
野
党
（
衆
議
院
又
は
参
議
院
に
お
い
て
所
属
議
員
十
名
以
上
を
有
す
る
野
党
会
派
）
党
首
と
の
直
接
対

面
方
式
で
の
討
議
を
行
う
。

合
同
審
査
会
に
お
い
て
は
、
当
該
内
閣
の
基
本
政
策
と
各
党
の
基
本
政
策
及
び
時
々
の
重
要
テ
ー
マ
に
つ
い
て
総

理
と
野
党
党
首
が
相
互
に
議
論
を
展
開
す
る
も
の
と
し
、
国
家
の
基
本
政
策
を
審
議
す
る
委
員
会
に
ふ
さ
わ
し
い

内
容
の
も
の
と
す
る
。

二
、
開
会
日
時

合
同
審
査
会
は
、
会
期
中
、
週
一
回
四
十
分
間
、
水
曜
日
午
後
三
時
か
ら
開
会
す
る
。
た
だ
し
、
総
理
が
、
衆
議

院
又
は
参
議
院
の
本
会
議
、
予
算
委
員
会
若
し
く
は
重
要
広
範
議
案
審
査
の
委
員
会
に
出
席
す
る
週
に
は
、
開
会

し
な
い
。
ま
た
、
閉
会
中
に
は
開
会
し
な
い
。

三
、
会
長

合
同
審
査
会
の
会
長
は
、
衆
議
院
の
国
家
基
本
政
策
委
員
長
と
参
議
院
の
国
家
基
本
政
策
委
員
長
が
交
互
に
務
め

る
も
の
と
す
る
。
毎
会
期
、
初
回
の
会
長
は
、
衆
議
院
の
委
員
長
と
す
る
。

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
の
属
す
る
議
院
の
理
事
が
、
会
長
の
職
務
を
行
う
。



三
一
四

四
、
開
会
場
所

衆
議
院
第
一
委
員
室
と
参
議
院
第
一
委
員
会
室
を
交
互
に
使
用
し
、
会
長
の
属
す
る
議
院
に
お
い
て
合
同
審
査
会

を
開
会
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
（
会
）
室
の
都
合
に
よ
り
、
会
長
の
属
し
な
い
議
院
に
お
い

て
も
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

委
員
席
の
配
置
は
、
与
党
と
野
党
の
対
面
方
式
と
す
る
。

五
、
両
院
合
同
幹
事
会
の
設
置

合
同
審
査
会
の
運
営
に
つ
い
て
協
議
す
る
た
め
、
両
院
合
同
幹
事
会
を
設
置
す
る
。
両
院
合
同
幹
事
会
は
、
両
院

の
委
員
長
の
ほ
か
、
両
院
併
せ
て
十
一
名
の
幹
事
（
自
民
四
、
民
主
二
、
明
改
二
、
自
由
一
、
共
産
一
、
社
民

一
）
に
よ
り
構
成
す
る
。
理
事
の
割
当
て
の
な
い
会
派
に
つ
い
て
は
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
幹
事
と
す
る
。

六
、
配
分
時
間

四
十
分
間
の
各
党
時
間
配
分
に
つ
い
て
は
、
野
党
間
で
調
整
す
る
。

当
該
配
分
時
間
は
、
総
理
の
発
言
時
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

七
、
野
党
党
首
の
発
言
等

野
党
党
首
は
、
委
員
と
し
て
発
言
す
る
。

野
党
党
首
が
出
席
で
き
な
い
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
野
党
間
で
調
整
し
、
両
院
合
同
幹
事
会
に
お
い
て
協
議



三
一
五

第
十
三
章　

常
任
委
員
会
合
同
審
査
会　
　

（
三
一
九
）

す
る
。

八
、
総
理
の
欠
席

総
理
が
、
合
同
審
査
会
に
出
席
で
き
な
い
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
両
院
合
同
幹
事
会
に
お
い
て
協
議
す
る
。

九
、
総
理
以
外
の
国
務
大
臣
の
陪
席

総
理
以
外
の
国
務
大
臣
は
、
原
則
と
し
て
合
同
審
査
会
に
陪
席
す
る
。

な
お
、
内
閣
法
制
局
長
官
は
、
陪
席
す
る
。

十
、
発
言
通
告

野
党
党
首
は
、
発
言
の
項
目
及
び
そ
の
要
旨
等
を
示
し
て
、
原
則
と
し
て
開
会
日
の
前
々
日
正
午
ま
で
に
通
告
す

る
。

十
一
、
パ
ネ
ル
等
の
使
用

パ
ネ
ル
等
の
資
料
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
予
め
両
院
合
同
幹
事
会
に
提
示
し
、
会
長
の
許
可
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
二
、
会
議
に
お
け
る
発
言
（
会
長
の
議
事
整
理
）

会
議
に
お
け
る
発
言
は
、
会
長
の
議
事
整
理
に
従
う
。

野
党
党
首
及
び
総
理
は
、
配
分
時
間
を
厳
守
し
、
相
互
の
発
言
時
間
を
考
慮
し
つ
つ
、
簡
潔
に
発
言
を
行
う
も
の
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と
す
る
。

十
三
、
開
会
通
知

合
同
審
査
会
開
会
の
通
知
は
、
衆
議
院
公
報
及
び
参
議
院
公
報
を
も
っ
て
行
う
。

十
四
、
傍
聴
及
び
録
音
、
撮
影
の
許
可

合
同
審
査
会
に
お
け
る
傍
聴
及
び
録
音
・
撮
影
は
会
長
が
許
可
す
る
。

十
五
、
見
直
し

本
申
合
せ
に
つ
い
て
は
、
第
百
四
十
七
回
国
会
に
お
け
る
合
同
審
査
会
の
運
営
の
状
況
を
踏
ま
え
、
国
会
審
議
の

活
性
化
を
図
る
観
点
か
ら
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

○
国
家
基
本
政
策
委
員
会
の
見
直
し

第
百
五
十
六
回
国
会
国
家
基
本
政
策
委
員
会
両
院
合
同
幹
事
会
（
平
成
十
五
年
二
月
七
日
）

一
、
開
会
回
数
の
増
加

平
成
十
二
年
二
月
十
六
日
の
、「
国
家
基
本
政
策
委
員
会
合
同
審
査
会
の
運
営
に
つ
い
て
の
申
合
せ
」
を
遵
守
し

な
が
ら
、
与
野
党
と
も
誠
意
を
持
っ
て
開
会
回
数
が
増
え
る
よ
う
努
力
す
る
。

二
、
開
催
時
間
の
変
更

開
催
時
間
を
、
四
十
分
か
ら
四
十
五
分
に
変
更
す
る
。
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時
間
配
分
に
つ
い
て
は
、
従
来
通
り
野
党
間
で
調
整
す
る
も
の
と
し
、
総
理
の
発
言
時
間
を
含
め
て
四
十
五
分
で

終
わ
る
も
の
と
す
る
。

三
、
会
長

合
同
審
査
会
の
会
長
は
、
衆
議
院
の
国
家
基
本
政
策
委
員
長
と
、
参
議
院
の
国
家
基
本
政
策
委
員
長
が
交
互
に
務

め
る
も
の
と
す
る
。（「
申
合
せ
」
か
ら
、「
毎
会
期
、
初
回
の
会
長
は
、
衆
議
院
の
委
員
長
と
す
る
」
を
削
除
す

る
。）
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